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感染症に伴う対応について


日頃は本事業所の上にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、標記の件につきまして、下記のように対応していただき、事業所までご連絡をいただきますようお願いいたします。

記

○同居家族に発熱等の風邪症状による体調不良者がいる場合
　　　その症状に「発熱37.5℃以上」「息切れ」「激しい咳」がある場合や医療受信をしなければならないほど重症である場合、症状を呈している家族が感染拡大地域に勤務、あるいは通学している場合等の特別な配慮が必要と考えられるような場合は、原則として、同居家族の安全性が確認されるまでの間、本人の利用を控えてください。

※この場合の「安全性が確認される」とは「症状が回復してから３日以上（消失の翌日を１日目として）が経過している。」もしくは、「PCR検査の結果が陰性である。」場合等を指します。


○事業所を利用している子どもが通っている学校等において新型コロナウイルス
インフルエンザウイルス等、感染者が発生・臨時休校になった場合
結果（PCR 検査受診の必要性の有無、またはその検査結果）が分かるまで、利用を控えて頂きます。


